
防災・災害

受信
または
投書日

事項または
題名

　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署

R7.11.21 自主防災器
具庫につい
て・市民の声
の流れにつ
いて

　近年、地震、台風が多く発生していると思います。不安を覚えます。
〇　自主防災器具庫について（危機管理課）
　※器具庫の備品を使った事のある事例があれば教えてください。
　　　いつ頃、どの様に？
　※器具所に入っている備品を教えてください。何が入っているのかよ
くわかりません。
　※器具庫に入っている備品で期限切れのものがあれば、どの様に対
応しているか
〇　市民の声の（流れ）ルートを教えてください。（広報広聴課）

　自主防災会が所有する防災器具庫の使用状況や備蓄品について
は、市では把握しておりません。お手数をお掛けしますが、お住まいの
地域の自主防災会長へご確認ください。
　次に、市民の声制度の（流れ）ルートをご説明いたします。
　　１．市民の声を広報広聴課で受付
　　２．ご意見等に対し回答を希望される場合は、『西尾市市民の声取
扱要綱』の規定に照らし合わせ、回答するか否かを判断
　　　　※規定を満たしていないものなど、不明なこと等がある場合は、
投稿者へ広報広聴課から確認をします。
　　３．投稿内容に関する業務を所管する課（以下、「担当課」といいま
す。）へ市民の声を送付
　　４．担当課が、ご意見等に関し必要な検討、対応を行う。また、投稿
者への回答を要する場合は、回答を作成
　　５．広報広聴課が、投稿者へ回答を送付（メール又は郵便）
　なお、お寄せいただいた市民の声は、市長がすべて直接読んでおり
ます。また、投稿者が公開を希望しないものを除き、全職員への周知
が必要と判断した市民の声は、組織内で情報共有するとともに、３か
月ごとに市ウェブサイトで公開しております。

危機管理課
広報広聴課
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事項または
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　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署

１ 各避難所の収容可能人数につきましては、別紙「避難所別収容可
能人数表」のとおりです。
２ 大規模な災害が発生した時には、発災から4日目以降は国から支
援物資が届くことになっているため、市では想定避難者数7万人×3日
分の備蓄品を備えることを目標としていますが、テント、ベッド、毛布、
男女別のトイレなどは十分な数を備蓄できておりません。
参考:「南海トラフ地震における愛知県広域受援計画」
「平成23年度～25年度愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被
害予測調査報告書（通 称: 緑本）」
３　各品目によって状況は異なりますが、現状では以下のとおりです。

    品目　　　　目標達成（予定）年
    食料　　　　　　令和5年

     水　　　　　　　令和15年
    毛布　　　　　　令和27年
    トイレ　　　　　 令和18年

テント、ベッドについては追加購入する予定はありませんが、不足分に
ついては企業と協定を締結しており、段ボールベッドなどの配備を要請
して対応することとしております。

R7.3.25 災害時の避
難所につい

て

　災害時の避難所について質問します。
１　各施設の収容可能人数はどのようか。

２　収容可能人数分の水・食料（１週間分程度）、家族ごとのテント・
ベッド・毛布、男女別のトイレ等が用意されているか。

３　上記が用意されていない場合、いつまでに用意できるか。

危機管理課
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R7.3.6 感 震 ブ レ ー
カー取り付け
助成金

地震発生時（停電復電後）に火災が多く発生するそうです。近隣の自
治体は助成金がありますので検討してください。

感震ブレーカーの設置について関心をお持ちいただき、ありがとうご
ざいます。

地震による電気火災の防止には感震ブレーカーが効果的であり、そ
の重要性を認識しております。そのため、地震発生後に避難する際に
はブレーカーを切ることが大切であることも含め、普及啓発に努めてお
ります。

現在、感震ブレーカーの設置に対する助成金制度はございません
が、国や県の動向、近隣市町の取組も参考にしながら、支援の可能性
について検討してまいります。

危機管理課
予防課
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R7.2.7 マンホールト
イ レ の 整 備
について

　能登半島地震が発生して１年以上経過しましたが、復旧・復興には、
まだまだ時間がかかる印象です。
　防災に関して質問と要望があります。
①西尾市のマンホールトイレの整備計画はどのようですか。
②マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン（国交省）に沿った
形で、出来るだけ速やかに、少しでも多くマンホールトイレの整備を実
施してください。災害避難時のマンホールトイレの目安は５０人～１００
人に１基とされています（ガイドラインより）。西尾市の現在の設置数は
２５基で、愛知県全体でも約２，０００基（都道府県政令市別マンホール
トイレ管理基数…国交省）と、大きく不足していると感じます。

　能登半島地震の災害ボランティアとして複数回お手伝いしました。そ
の活動の中で、数か月が経過してもトイレの不便さで活動が制限され
てしまう部分が多々ありました。初動の自衛隊は携行トイレを使用して
いましたが、塵埃処理場が機能しなかったため駐屯地まで持ち帰って
いたと思います。携帯トイレの使用は、災害ボランティアも自衛隊も現
実的にはとても困難なようです（人の目排泄場所・処理問題）。
　仮設トイレに関しては、仮設トイレ・汲み取り業者が近隣市町と同じ協
定先の場合もあるようで、近隣市町が同時に被災すると協定が機能す
るか疑問です。避難所等、人が多く避難する場所へサテライト的にマン
ホールトイレを整備していただき、その分の仮設トイレを少しでも多く、
在宅避難や復旧活動の現場へまわせるようにしてください。
　また補足要望として、「仮設トイレ・汲み取りの想定実施数値」をある
程度具体的に出してください。

　①、②の質問について、まとめてお答えいたします。
本市の災害時のトイレ対策は、災害用トイレ（国交省のガイドラインで

いうマンホールトイレの貯留型）と仮設トイレ（市備蓄分と協定企業の
提供分）に加え、携帯トイレ（市備蓄分と各家庭での備蓄分）で対応す
る計画になっています。

この計画に基づき、令和元年～４年度で市内13箇所の小中学校に
合計135基の災害用トイレを整備したことで、想定避難者100人あたり１
基程度のトイレを確保することができました。なお整備した災害用トイ
レは、１箇所あたり約2,000人が１日５回の利用で21日間使用可能な規
模です。

また、「仮設トイレ・汲み取りの想定実施数値」については、発災後１
週間程度でし尿収集業者との調整を図り、収集ルートや日程等を決定
する計画となっています。

危機管理課

4



防災・災害

受信
または
投書日
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R7.1.20 自治会防災
倉庫の消火
器 管 理 に つ
いて

　公園等にある防災倉庫の備品管理についてです。
先日、近所の公園にある防災倉庫を見る機会があり、消火器の使用

期限を確認すると2013年製造、2023年までとなっており、期限切れでし
た。使えないわけではないですが交換が推奨されており、10年経過品
は水圧試験が義務化されているはずです。

消火器に限らず、倉庫内の備品管理について、市からガイドライン等
の発行･指導はありますか。それとも、備品内容から管理まで自治会に
お任せですか。少なくとも消火器の件は、町内会長は認識されていま
せんでした。いざと言う時に使えないのでは意味がありません。

自治会防災倉庫の消火器の使用期限が切れていたことについて、ご
指摘いただきありがとうございます。

倉庫内の備品管理について、市はガイドライン等の作成はしておら
ず、自治会防災倉庫や備品の管理は各自主防災会に委ねておりま
す。ただし、市は自主防災会を支援する立場にあるため、使用期限が
切れる前に買い替えるなど適切に資材が管理されるよう、毎年４月に
開催している自主防災会会長会議にて、補助金制度について改めて
説明をしてまいります。

危機管理課

R6.10.8 津波避難タ
ワーの説明
会

吉田地区に津波避難タワーができました。３、４年前に完成しました
が、実際に使う可能性のある地域の方々に説明会がまだありません。
いつ南海トラフ地震が起こるか分からず、高齢者としては命を守る大
切な施設だと思いますので、早急に説明会を開催してください。

また、高齢者はスマホが苦手なので、今後建設される津波避難タ
ワー計画を広報紙で広報してください。

津波避難タワーの説明会につきましては、整備前に関係町内会に対
して開催しているため、改めて市が主催をして説明会を実施する予定
はございません。

なお、吉田地区を含め完成した施設では、地元の防災訓練や施設見
学等の利用申込みを随時受付けております。町内会など地域団体か
ら、津波避難タワーの施設見学等をお申し込みの際に、説明のご希望
があれば市職員が現地にて対応いたします。

次に、津波避難タワー整備計画の周知方法としましては、吉田地区
と同様、整備前に関係する町内会に対して説明会を実施し、施設の概
要や今後のスケジュール等をお伝えしております。また、完成した際に
は広報にしおへ掲載し周知を図っております。

また、毎年、広報にしお４月号で市が実施する主要事業を掲載してお
り、津波避難タワーの整備についても紹介していますのでそちらもご覧
ください。

危機管理課
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R6.6.25 防 災 に つ い
て

令和６年４月３日に発生した台湾花蓮地震では、避難所開設に３時
間、閉鎖に４日間という報道がありました。

西尾市では、全ての避難所開設に何時間、閉鎖に何日間要します
か。具体的な時間及び日数でお答えください。

避難所の開設は３時間以内を目標としており、避難所の閉鎖は災害
発生の日から７日以内となっております。

危機管理課

R6.3.21 災 害 ボ ラ ン
テ ィ ア コ ー
ディネーター
の 登 録 に つ
いて

１月１日に令和６年能登半島地震が発生し、甚大な被害をもたらしま
した。

現在、災害復旧に全力が注がれています。災害復旧には、災害ボラ
ンティアの活動が欠かせないと思います。被災各地では災害ボラン
ティアセンターが設置され、全国から集まる多くの災害ボランティアが
活動します。

西尾市でも近い将来、東海・東南海・南海地震が発生するとされてい
ます。発災時に、西尾市で災害ボランティアセンターが設置されるのに
あたり、災害ボランティアコーディネーターの役割は大きいと思います。
そこで質問します。

１ 西尾市の災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講者は
何名ですか（のべ人数ではなく実人数）。
２ 西尾市に登録している災害ボランティアコーディネーターは何名で
すか。
３ 西尾市ボランティア支援本部設置運営訓練の案内は何名に出し、
参加者は何名ですか（ここ１０年くらいの平均で結構です）。

１点目のご質問につきましては、関係書類の保存期限に基づき、平
成30年度から令和５年度までの人数でお答えします。

平成30年度から令和５年度までに災害ボランティアコーディネーター
養成講座を受講された方は142名です。
　２点目の災害ボランティアコーディネーター登録者数につきましては、
令和５年度末現在で23名です。
　３点目のボランティア支援本部設置運営訓練の案内につきましては、
以前は協力団体にのみご案内しておりましたが、災害ボランティアコー
ディネーター登録者の増加に伴い、現在は登録者にもご案内しており
ます。令和6年1月20日に実施しました訓練では、令和5年11月1日時
点で登録のありました11名の災害ボランティアコーディネーターへ案内
し、２名のご参加をいただきました。 地域つながり課

6



防災・災害
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事項または
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　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署

R6.2.26 防災 　大地震が起きたら西尾市は壊滅的な被害を受けます。
大津波が一色で止まりますか。高台や高いビルなど避難する所が無

く、津波避難タワーの建設を依頼しても、津波が来ない地域だと言わ
れて駄目でした。

西尾市は、能登半島地震以上の被害が出て沢山の人が亡くなるの
に、新築の住宅が沢山できるようです。耐震診断は昭和56年以前の建
物は無科ですが、それ以降に建てた住宅は自腹です。

私は自腹で耐震診断をしてもらい、耐震改修工事をしないと倒壊の
可能性が高いという診断結果でした。工事費が235万円ぐらいします。
昭和56年以降の建物は補助金も出ませんから自腹です。少しだけでも
改修工事費を補助していただけたら助かります。

行政はマニュアルが大事ですから。市民が死ぬと分かっていても助
けてくれる訳ではないですから。私は助かる可能性はゼロだと思って
います。東北よりも能登半島よりも被害は大きいです。自宅周辺も昔な
がらの古い家が多いので、それらの家の人達も耐震診断をした方が良
いと思います。

阪神淡路大震災では、死因の約９割が住宅の倒壊によるもので、そ
のほとんどが昭和56年以前の旧耐震基準で建てられていました。その
ため、旧耐震基準で建てられた住宅の耐震化率を上げることが急務と
なり、本市では国や県と協力し、旧耐震基準の住宅に対する補助事業
を実施しています。

阪神淡路大震災の被害状況から、平成12年６月に新耐震基準の見
直しが行われ、接合部分の金物仕様や耐力壁のバランス配置を考慮
した現行基準へと改正されました。

また、熊本地震で特に被害の大きかった益城町では、倒壊又は大破
した木造住宅の割合が、旧耐震基準では約５割、平成12年５月31日以
前の新耐震基準では約２割、平成12年６月以降の現行基準では１割
未満でした。このことからも、平成12年５月31日以前に建てられた新耐
震基準の住宅に対する耐震化を促進することが課題となっています。

本市においても、旧耐震基準の木造住宅が数多く残っており、耐震
化の促進に努めているところです。旧耐震基準で建てられた住宅は、
現行の耐震基準に比べて耐震強度が不足していることなどから耐震
改修にかかる費用が高く、また、愛知県の補助対象が旧耐震基準に
限られていることから、市としては新耐震基準の補助制度創設は考え
ておりませんのでどうかご理解ください。

建築課

R6.1.15 防災 　能登半島地震を見ていると地震の後に津波がすぐ押し寄せていまし
た。大地震が予想されていますが、高台がありません。何処に逃げれ
ばいいのでしょうか。住宅ばかり出来て。津波避難タワー建設して頂け
ませんか。能登半島地震のようになったら壊滅になるのは分かります
が。津波が来たら避難して言われていますが。避難する所がない地域
はどうしたらいいですか。

●●様のご自宅は、津波ハザードマップに記載のとおり、津波災害
警戒区域外となっていますが、巨大地震から命を守るため、自宅の耐
震性強化、家具の転倒防止、避難経路の確認など、日ごろからの災害
に対する備えが大切です。

地震災害に備えるための取り組みや地震発生時に取るべき行動の
ポイント、また、ご自宅近くの避難場所につきましては、市ウェブサイト
に掲載の「津波ハザードマップ」で確認することができます。
【市ウェブサイト・津波ハザードマップURL】
https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bosai/1001370/1004518.html

なお、楠村地区は、津波避難困難地域（津波到達時間までに津波浸
水想定区域外に避難するのが困難な地域）に該当しないため、津波避
難タワーの建設は予定しておりません。

危機管理課
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防災・災害
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または
投書日

事項または
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　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署

R5.11.17 防 災 に つ い
て

大規模地震に伴う津波による死者数の予測及びその算定根拠はど
のようですか。
　また、死体を誰が、どのような運搬方法でどこへ運びますか。

愛知県が平成２６年３月に公表した「愛知県東海地震・東南海地震・
南海地震等被害予測調査報告書」によると、浸水・津波による死者数
は、西尾市において約１，２００人と想定されております。根拠について
は、南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち規模の大きい
地震を重ね合わせて算出しております。詳細は、愛知県ホームページ
で公開されている「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予
測調査報告書」をご覧ください。

【愛知県ホームページ】
愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果
https://www.pref.aichi.jp/bousai/2014higaiyosoku/2014higaiyosoku.ht
m

遺体の処置については、災害時における葬祭業務について協定を締
結しております事業者等の協力を得て、遺体安置所または火葬場まで
搬送します。

危機管理課
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防災・災害

受信
または
投書日

事項または
題名

　ご意見ご要望等 　回　答 回答部署

R5.8.30 自主防災会
で の 防 災 訓
練について

　自主防災会での防災訓練の企画立案、事前準備、進行、運営につい
て相談します。

恐らく輪番制により強制的に選出され、昨年から自主防災会役員を
務めています。

防災の素人である町民が集まって、毎年の訓練のネタ出し、ネタ決
め、準備、当日の運営をしています。昨年と今年は今までのマンネリな
訓練脱却のため、新しい試みをしたこともあり、会合の回数が多く、家
庭にかなりの影響がありました。

昨年は役員の段取りが悪く、真夏の暑い体育館で長時間、子供や高
齢者を待たせてしまい、トラブルが起ることを危惧ました。終了時間も
大幅に延長して、町民にも、役員としてもかなり大変なものになりまし
た。

今年も準備や打ち合わせのための会合が多く、核家族で小さな子の
いる家庭にはかなりの負担になっています。市として、各町内の自主
防災会の訓練内容やその方法を把握されているようでしたら、どんな
方法で行われているのか、具体的にいくつか教えてください。

また、市の職員などで町内の防災訓練の委託運営や講師などをやっ
ていただける方や制度などありますか。また防災訓練の企画・運営を
助けていただけるような組織やボランティア団体などをご存知でしたら
教えてください。

日頃は、防災行政に関して、ご理解、ご協力いただきありがとうござ
います。

自主防災会が行う防災訓練の内容については、安否・被害情報等収
集訓練、消火訓練、救出訓練などが多く行われています。他には、防
災啓発ＤＶＤの上映、防災機材の点検・取扱訓練を行っている自主防
災会もございます。訓練時期につきましては、７割程の自主防災会が、
暑さが収まる１０月以降に行っていますので、一度ご検討ください。

防災訓練を市として受託することはできませんが、市が自主防災活
動支援事業を委託している防災ボランティア団体がございます。防災
ボランティア団体では、防災訓練に関する企画・運営のアドバイスをは
じめ、防災講話などを行っていただくことができますので、利用を希望
される場合は、危機管理課までご相談ください。
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